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和
二
十
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一
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提
出 

質
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

警
察
職
員
の
け
ん
銃
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
、

昭
和
二
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

幣 

原 
喜 
重 
郞 

殿 

 

、

提
出
者 

橫 

田 

甚 

太 

郞 

 

一 

 



 

人
権
の
尊
重
が
や
か
ま
し
く
い
わ
れ
た
敗
戰
後
に
お
い
て
、
警
官
の
腰
に
ピ
ス
ト
ル
が
ぶ
ら
下
が
り
、
労
働
者
を
よ
く
う

つ
て
い
る
が
、
今
ま
で
労
働
者
と
の
衝
突
で
、
敗
戰
後
異
国
よ
り
與
え
ら
れ
た
ピ
ス
ト
ル
を
ど
の
位
つ
か
い
、
ど
の
位
の
労

働
者
を
傷
つ
け
た
か
。
又
政
府
は
こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
好
む
か
。
好
ま
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
防
止
策
は
あ
る
の
か
、
明
示

さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 

警
察
職
員
の
け
ん
銃
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

、
、

三 

 


